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出勤者数の削減に関する実施状況について 

 

新型コロナウイルス感染症により健康被害を受けられた皆さま、事業等に影響を受けられた皆さまに、

心からお見舞い申し上げます。 

 

当社では緊急事態宣言を受けて 7 割程度の出勤者数率削減に向けた取り組みに努めています。こ

のたび、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、下記の通り出勤者数の削減状況

および感染拡大防止に向けた取り組みを公表いたします。 

 

 

記 

 

１．出勤者数の削減状況 

保険金等のお支払いをはじめとしたお客さま応対部門および提携代理店をサポートする部門を除く出勤

者数を 80％削減いたしました。（5 月 28 日時点） 

 

２．感染拡大防止の主な取り組み 

・毎日の検温および体調の報告による社員の健康状態の把握 

・執務スペースのソーシャルディスタンスの確保 

・在宅勤務、時差出勤（オフピーク通勤）の推進 

・社内研修・会議等における Web 会議システムの活用 

 

 

当社では、上述の方針において生命保険事業が社会の安定維持の観点から「必要業務の継続を最

優先とする」対象に位置付けられていることを踏まえ、お客さまと社員の感染防止に努めながら、保険金

等のお支払いをはじめとする業務を継続しております。 

お客さま応対部門では、お客さまへのサービス品質に支障をきたさない範囲で在宅勤務等を実施して

いるほか、提携代理店をサポートする部門においても、Web 会議システムを活用した代理店サポートを

推進しております。 

 

以上 


